
第２０回さくら市民体育祭秋季大会実施要項

１ 趣 旨

広く市民各層の参加を得て、スポーツ・レクリエーションの普及・発展を図り、市民

相互の親睦と明朗にして健全な市民生活に寄与しようとするものである。

２ 主 催

さくら市 さくら市教育委員会 さくら市スポーツ協会

３ 共 催

さくら市区長会 スポーツ推進委員会

４ 日 時

令和６年１１月３日（日） 午前６時００分･･････実施態度決定（市ホームページ）

午前８時３０分･･････集合

午前９時００分･･････開会式

※雨天の場合は中止とし、夏季球技大会の点数により順位を決定する。

５ 会 場

さくらスタジアム

※雨天の場合は、午前１０時から氏家体育館で表彰式を行う。

６ 種 目

みんなでジャンプ ボール送り 大玉送り フワフワリレー 綱引き 満水競走

玉入れ 女子リレー 男子リレー

７ 出場資格

１）さくら市に在住する者

２）年齢制限のある種目については、令和 6年 4月 1日の満年齢とする。

３）現に行政区内に居住していない者であっても、過去に居住したことがある場合、当

該行政区から出場できることとする。（以下「ふるさと選手」という。）

ふるさと選手として出場できる者は以下①、②、③の条件を満たすこととする。ま

た、ふるさと選手が出場できる人数は各種目 1人までとする。

①過去に 5年以上当該行政区内に居住したことがあること。

②市内に居住している者がふるさと選手として過去に居住していた地区から出場

する場合は、現に居住する地区関係者の了承を得ること。

③5年以上居住したことがある地区が市内に 2カ所以上ある者については、同一種

目において 2チーム以上での出場は認めない。



８ チーム編成

市内行政区により構成されたチームとする。

複数の行政区による合同チームでの参加も認める。

９ 表彰

総合成績の表彰は、優 勝～第６位までとする。

10 各書類の提出について

１）参加意向確認書

令和６年 ７月３１日（水）

２）令和６年度さくら市スポーツ功労者、優秀選手候補推薦書

令和６年 ８月３０日（金）

３）大会選手名簿

令和６年 ９月２７日（金）

※棄権する種目がある場合は、９月２０日（金）までに連絡をお願いします。

提出先

さくら市スポーツ振興課（さくら市氏家体育館・喜連川体育館）

ＴＥＬ ６８２－８８８８ ＦＡＸ ６８２－７５４１

E-Mail u-taiikukan@city.tochigi-sakura.lg.jp

（メールで提出の際は、件名の最初に「市民体育祭」と記入してください。）

11 大会参加者の保険加入について

大会参加者については主催者で一括保険に加入するが、各行政区においても保険に加入

し参加させることを原則とする。

12 雨天時の措置

実施態度決定 当日午前６時００分

市ホームページにて実施態度を公表する。

ＴＥＬ ６８２－８８８８

mailto:u-taiikukan@city.tochigi-sakura.lg.jp


準優勝（14点）

３回戦敗退（10点）

2回戦敗退（6点）

１回戦敗退（4点）

準優勝（14点）

３回戦敗退（10点）

2回戦敗退（6点）

さくら市民体育祭秋季大会得点算出方法

○競技の開始時から棄権となった場合は、配点無しとする。

《みんなでジャンプ・ボール送り・フワフワリレー・満水競争・玉入れ・リレー》

ブロックごとに順位を決める。(４ブロック）

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

得点 16 14 12 10 8 6 4 2 1

※玉入れ・みんなでジャンプ：同数の場合は得点を合わせて等分する

《綱引き》トーナメント（４ブロック）

順位 1 2 3 4 5

得点 16 14 10 6 4

摘要
３回戦　　　
敗　者

２回戦　　　
敗　者

１回戦　　　　
敗　者

《大玉送り》

得点 16 10 4

ブロックごとに順位を
決める（４ブロック）

順位 １位 ２位 ３位

摘要
１位列

行政区チーム
全部

２位列
行政区チーム

全部

３位列
行政区チーム

全部

綱引きの配点について

９チーム（優勝16点） ８チーム（優勝16点） ７チーム（優勝16点）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

６チーム（優勝16点） ５チーム（優勝16点） ４チーム（優勝16点） ３チーム（優勝16点）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ① ② ③



総合順位の決定方法について

夏季球技大会の得点と秋季大会の得点の合計により総合順位の決定を行う。

・行政区合同で夏季球技大会の競技に参加し、秋季大会を単独行政区で参加

した場合は、行政区合同で参加した夏季球技大会の競技の得点は４/５点と

する。

（例）A・B行政区合同で夏季球技大会ソフトボールに参加して優勝し１０点を獲得

A・B行政区で秋季大会に参加した場合、１０点を引き継ぐ

A行政区、B行政区として分かれて秋季大会に参加した場合、A行政区、B行政区共に

８点（準優勝相当）づつを引き継ぐ

同得点の場合の順位決定について（総合順位）

総合得点が同得点の場合は、以下の順で順位を決定する。

１．優勝種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）

２．準優勝種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）

３．３位の種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）

４．前年度の成績順位の良いチーム（総合順位）


